
様式４

９．経費の内訳 （単位：円）

事業
番号 個別事業名

公募要領の
取組例

予算措置年
度

交付決定事業
総事業費

（A=B+C+D)
本補助金

（B)
他の寄付金等

（C)
自己資金

（D)
備　　考

1
女性が活躍できる環境
整備のための市民への

（１） 31年度予算 ○ 266,905 133,000 133,905

2 女性の再就職支援事業 （１） 31年度予算 ○ 2,500,000 1,250,000 1,250,000

合　　計 2,766,905 1,383,000 0 1,383,905

注１）「９．経費の内訳」の「事業番号」及び「個別事業名」は，様式４－２と整合性をとって記載してください。

注２）「９．経費の内訳」の「公募要領の取組例」は，地域女性活躍推進交付金公募要領第２【取組例】（１），（２），（３），（４）から選択してください。

注５）「９．経費の内訳」において「他の寄付金等」がある場合は，備考欄に内容が分かるよう記載してください。

注６）本様式はＡ４で3枚以内としてください。また，適宜参考となる資料を添付してください。

注４）「９．経費の内訳」の交付決定事業について「30年度予算」，「30年度二次補正予算」，「31年度予算」のいずれかを記載してください。

６．目標達成度及び
　　達成状況に対する評価

平成30年度のフォーラムのアンケートでは、女性の参画への認識、男性の意識についても改善の様子が見られ女
性が活躍できる環境整備のための市民への意識改革を図られつつある。女性の再就職支援事業では、参加者数
が目標値の約半数（20人→11人）に留まった。このことは、近年の高い有効求人倍率で売り手市場となっていること
があげられる。

７．今後の課題

　フォーラムの内容や広報等についてもより充実させ、広い世代の市民のニーズに沿ったフォーラムとするため、男
女共同参画審議会での意見を反映させていく。市民がより参加しやすいフォーラムとなるよう広報等を工夫すること
でより多くの幅広い世代の人々に対し参加を促し、開催場所等も市内各所での開催が必要と思われる。また、再就
職支援事業については、女性が起業・就業しやすい環境づくりや多様な働き方の提案をおこなうなど、継続して実
施する必要がある。

８．事業の実施体制

　　「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま」、尾道商工会議所等尾道市人権啓発企業推進協議会とも連携
して広報等を行った。　また、実施に当たり尾道人権擁護委員協議会とも連携して開催した。
　女性の再就職支援事業においては、尾道市ふる里就職協議会と連携し尾道地域企業合同説明会で周知を図っ
た。さらに広島県実施の「女性の就職総合支援事業」の出張相談及び就職応援セミナーを共催した。

10．担当者名及び連絡先 尾道市人権男女共同参画課　TEL0848-37-2631

11．事業実施及び連携工程 様式４－１に記載

注３）「９．経費の内訳」の「予算措置年度」は，実施主体における予算措置状況について「30年度二次補正予算」，「31年度当初予算」，「31年度
補正予算」のいずれかを記載してください。

３．事業の趣旨・目的

女性の活躍を推進するために、男女共同参画の意識を高め、女性が活躍するための機運を醸成できるよう市民や
企業に対して広くまた継続して啓発を行うとともに、結婚・子育て・介護等を機に離職したのち、市内企業への再就
職などを希望する女性を対象として、就労に対する不安や悩みを解消し、就職に向けて必要な知識やスキルを付
与し就職に結びつく支援を行う。

４．事業内容

女性が能力を発揮し活躍できる環境を整備していくために、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に活かすこ
とができ、男女が対等なパートナーとして働きながら子育てや介護などに参加することのできるよう市民・企業に対
し継続して啓発を進める。また、セミナー、企業説明会、個別相談等を実施し、市内企業の認知度向上及び採用
活動に寄与し参加者を就職決定に導く。

５．事業効果及び
　　効果検証の概要

　フォーラムでのアンケート調査を通じ、「『男女共同参画社会』等の用語の認識度」や「『男女共同参画』・『女性活
躍』に関わる意識改善者数」についての目標値の検証を行う予定だったが開催予定となっていた「女性が活躍でき
る環境整備のための市民への啓発推進事業（フォーラム）」については、新型コロナウイルス感染拡大の恐れがあ
るため中止しました。一方、女性の再就職支援事業により、ワーク・ライフ・バランスへの関心が高まり女性が社会で
活躍することを推進する。

地域女性活躍推進交付金実績報告書（市町分）

市町名：広島県尾道市　　　　　　　　　　

１．事業名
女性が活躍できる環境整備のための市民への啓発推進事業【継続事業】
女性の再就職支援事業

２．実施期間   　２０１９年　４月　１日　～　  ２０２０年　３月　３１日


